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認定看護師の地域活動の
推進に向けて

三重県医療保健部
医療人材課

資料３



2040年頃を見据えた医療提供体制の課題と専門性の高い看護師の必要性

・医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなり、救急搬送や在宅医療需要が増加すること
から、医療人材が多く必要になると見込まれている。

・人口構造の変化に伴い、医療需要・提供体制の地域差が拡大すると想定されている。

・生産年齢人口は急激に減少しており、看護職員の確保が喫緊の課題である。

・医療・保健・介護・障害福祉等のサービスなど、患者・利用者の状態に応じて、継続的かつ
   一体的に支援するとともに、地域での療養生活や看取りを支える体制の整備が求められる。

医療提供体制を取り巻く状況

・ 看護職員の総数確保のみならず、看護職員自らの能力や専門性を最大限に発揮し、質の高い
 看護を提供していくことが必要。

・ 特に医療と介護の複合ニーズに対応するため、地域の特性に応じた、専門性の高い看護師の
 外来・地域活動の推進、ケアの継続による重症化予防が重要。

・ 医療においてもアウトリーチ型の伴走支援が必要。

・ 平時からの相談・連携体制等の構築が有効であり、専門性の高い看護師の活躍が期待されて
いる。

専門性の高い看護師の必要性
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専門性の高い看護師による同行訪問等について診療報酬上の評価あり



2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

75歳～ 277,116 315,307 326,118 320,771 318,644 321,509 340,627

65~74歳 252,433 216,472 209,039 218,388 237,330 228,824 193,072

15～64歳 1,027,332 984,101 935,952 874,729 791,349 730,824 683,718

0～14歳 213,373 187,215 166,325 154,282 148,497 140,665 129,785

65歳以上割合 29.9% 31.2% 32.7% 34.4% 37.2% 38.7% 39.6%
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人口が減少する中で、65歳以上割合は上昇し、生産年齢人口は減少する。

三重県の人口・高齢化の推移と将来推計

（人）

生産年齢人口は減少

出典：国立社会保障・人口問題研究所
日本の地域別将来推計人口 令和５(2023)年推計
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65歳以上割合は上昇



三重県の二次医療圏・構想区域別年齢区分別人口構成比
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4出典：三重県「月別人口調査」（令和４年10月１日現在）

老年人口割合は、東紀州区域が44.4%と最も高く、最も低い三泗区域の25.9%より18.5ポイント高い。

18.5ポイントの差



二次医療圏・構想区域 総数 悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 肺炎 老衰

三重県 1,339.4 314.6 88.5 205.8 59.3 209.2

北勢医療圏 1,139.7 282.0 69.7 162.9 50.7 175.1

桑員区域 1,174.1 293.6 66.7 171.5 58.3 183.2

三泗区域 1,131.2 281.4 68.3 156.5 42.6 197.5

鈴亀区域 1,122.7 272.7 74.5 165.2 56.4 133.9

中勢伊賀医療圏 1,367.4 315.0 97.4 213.5 71.5 213.0

津区域 1,343.8 295.8 107.7 213.9 73.4 185.2

伊賀区域 1,407.2 347.3 80.0 212.7 68.2 259.9

南勢志摩医療圏 1,573.3 354.8 105.1 253.5 60.5 261.6

松阪区域 1,496.1 325.2 101.0 247.3 66.9 224.7

伊勢志摩区域 1,648.3 383.5 109.0 259.6 54.3 297.5

東紀州医療圏 2,207.7 473.0 163.5 397.6 81.8 279.0

三重県の二次医療圏・構想区域別の主な死因別死亡率（10万人あたり）

5出典：厚生労働省「令和４年 人口動態調査」、三重県「月別人口調査」（令和４年10月１日現在）



86,085 

138,267 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

訪問看護提供件数

90,226 

146,495 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

訪問診療件数

6

三重県の訪問診療件数、訪問看護提供件数（レセプト件数）

出典：ＮＤＢ

訪問看護診療件数、訪問看護提供件数ともに増加傾向にある。

平成27年⇒令和５年
約1.6倍増加

（レセプト件数） （レセプト件数）

平成27年⇒令和５年
約1.6倍増加



【引用・一部改】令和６年８月26日第７回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 7

年齢が上がるにつれ
要介護認定率が上昇 85歳以上の

人口は増加



【引用】令和６年12月３日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 8



【引用・一部改】令和６年12月３日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 9
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【引用】日本看護協会ホームページ

（参考）制度の目的

特定の看護分野における熟練した看護技術・知識
を用いて、あらゆる場で看護を必要とする対象に、
水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に
送り出すことで、看護ケアの広がりと質の向上を
図る。
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認定看護師の制度概要

日本国の
看護師免許を
有すること

◆ 認定看護師の役割

実践
個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力と病態判断力に基づき、熟練した
看護技術及び知識を用いて水準の高い看護を実践する。

指導 看護実践を通して看護職に対し指導を行う。

相談 看護職等に対しコンサルテーションを行う。

◆ 認定看護師への道

看護師免許取得後、
実務研修が通算５年以上あること
（うち３年以上は認定看護分野
の実務研修）

認定看護師教育機関
入学・修了

認定看護師
認定審査

認定看護師
認定証
交付・登録

５年ごとに
更新
（書類審査）

（参考）申請資格

申請時に以下の２つの項目を全て満たして
いなければならない。

・認定看護師であること
・過去５年間に自己研鑽等の実績があること

12



公益社団法人日本看護協会が
「分野別都道府県別登録者検索」の
データベースを構築している。
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都道府県別・認定看護師教育機関別開講状況
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分野別・施設種別の認定看護師（Ａ課程）人数
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病院 20 12 3 44 17 8 7 11 2 5 12 5 3 3 43 8 23 1 1 5 233

診療所 1 1 1 1 2 1 1 8

訪問看護
事業所 3 2 3 8

介護保険
施設等 3 3

学校 1 1 1 3

その他 1 1 1 1 1 5

合計 21 13 3 45 17 8 7 12 2 5 12 7 4 3 52 8 26 1 7 1 6 260

三重県

就業場所別人数は病院が最も多く、
約９割を占める。

令和６年12月末時点（日本看護協会提供データ・一部加工） 15

（人）



分野別・施設種別の認定看護師（Ｂ課程）人数
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診療所 2 2

訪問看護
事業所 1 1

介護保険
施設等 0

学校 0

その他 0

合計 1 3 8 26 1 1 1 2 1 1 2 6 1 2 2 58

三重県

就業場所別人数は病院が最も多く、
９割以上を占める。

令和６年12月末時点（日本看護協会提供データ・一部加工） 16

（人）



認定看護師（Ａ・Ｂ課程）病院勤務者病床規模別登録者数

2.4%

7.6%
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50.0%

三重県

100床未満 100～199床 200～299床

300～399床 400床以上

2.9%
12.0%

12.2%

17.9%

55.1%

全  国

100床未満 100～199床 200～299床

300～399床 400床以上

病院
Ｎ＝288人

病院
Ｎ＝21,464人

病院の就業者のうち、
400床以上の病院の就業者が
半数を占める。

令和６年12月末時点（日本看護協会提供データ・一部加工） 17



専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者が
実施している地域での活動状況（複数回答）

三重県

2024年 病院看護実態調査 再集計（日本看護協会提供データ・一部加工）

電話等での相談支援 16 28.6%

訪問での支援 22 39.3%

専門性の高い看護師が所属しているが、地域での活動は実施していない 16 28.6%

専門性の高い看護師は所属していない 13 23.2%

無回答・不明 5 8.9%

N=56か所

「専門性の高い看護師が所属しているが、地域での活動は
実施していない」と回答した病院が、３割近くを占める。
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専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了者による
支援別の活動場所（複数回答）

三重県

2024年 病院看護実態調査 再集計（日本看護協会提供データ・一部加工）
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）
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そ
の
他

無
回
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・
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明

認知症のBPSD（行動・心理症状）やせん妄

への対応
7 2 2 3 3 1 3

精神疾患（認知症以外）に伴う症状への対応 4 1 1 2 1

摂食・嚥下障害への対応 3 2 1 1 1 1

皮膚・排泄障害への対応 11 8 3 7 1 2

感染症の予防や発生時の対応 16 13 6 2 5 2 2

小児（医療的ケア児）への対応 1 1

看取りのケア 4 3 1 3 1 1 1

非がん疾患の緩和ケア（慢性心不全等） 1 1 1

その他 3 1 1 1 1

N=22か所
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支援別の活動場所については、介護系施設や
訪問看護ステーションなどが多い。



認定看護師の活動事例

 認定看護師による地域の他施設・他職種への支援により、ケアの質の向上、
  地域での療養生活の継続につながっている。

活動事例①

感染管理認定看護師が介護サービス事業
所へ直接出向き、感染対策に係る講義・演
習を実施。

感染症発生時のゾーニング、入所者への
対応については、介護サービス事業所の構
造や入所者の状況に合わせて指導を行った。

活動事例②

訪問看護ステーションに勤務する皮膚・
排泄ケア認定看護師が、フットケア、スキ
ンケア、創傷・褥瘡、ストーマケアを実践
し、利用者の足や皮膚・排泄のケアに貢献。

三重県
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新型コロナウイルス感染症の拡大時には
介護サービス事業所の職員は、講義・演習
の知識をもとに感染対策を実践。

活動事例③

認知症看護認定看護師が地元行政の依頼
により、認知症ケアに関する講習会を実施。
また、地域の健康教室で健康チェックや救
護を担当し、積極的に地域活動にも貢献。



認定看護師の活動に係る課題 三重県

人材確保

・自施設内・外での認定看護師の活動が十分に認知されていない。

定着促進

資質向上

・日々の活動実績や成果をデータで示せていないといった声もある。

・認定看護師の知識・技術の維持・向上が必要ではないか。

・困難事例等を認定看護師間で相談し合えるとよいのではないか。

・自施設内・外での活動には、看護管理者等の理解が必要となる。
 （看護管理者等が組織経営、人材育成・地域活動の意義を理解する必要がある。）

認定看護師の地域活動を推進していくにあたり、以下のような課題があるのではないか。

取組④

・認定看護師教育機関での研修受講に対し受講料等が発生する。 取組①

・認定看護師がやりがいを持って働き続けられる環境づくりを
支援していく必要があるのではないか。

取組②
取組③

21

・各地域の健康課題に応じた、認定看護師の活躍が求められている。



認定看護師に関する取組状況

看護職員のスキルアップを支援。

● 特定行為研修（認定看護師（Ｂ課程）教育機関の研修を含む）の受講に要する経費について、
 派遣看護職員１人あたり最大50万円を補助（基準額 100万円、補助率 1/2）。

取組①（県）

施設間の連携強化や看護の質の向上を図ることを目的として、認定看護師から最新の知識・
技術等を学ぶ機会を提供。

● 認定看護師を講師として招き、看護職員を対象として、各専門分野の研修
（例：スキンケア、人工呼吸器管理、認知症患者への支援、感染対策等）を実施

取組②（県看護協会）

22

認定看護師のそれぞれの分野間や、分野を超えた連携を強化し、看護の質を向上するため、
県内認定看護師を対象とした研修会を実施。

【参考（令和７年度）】
講義「災害現場で発揮する認定看護師の力」、分野別ミーティングなど

取組③（県看護協会）

取組②・③の実施にあたり、看護管理者に対しても依頼・案内文を発出している。
認定看護師が積極的に研修の企画・運営や地域活動を行うよう、看護管理者に働きかけている。

取組④（県看護協会）
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